
生活上の心配ごと、

困りごとをご本日談<ださい
相談内1容の秘密は守ります

軍式彗ら.レ
しんばい
心配で■

民生委員・児童委員は

地域を見守り、
地域住民の身近な相談相手、
専門機関へのうなぎ役で幌

自らも地域住民の一員として、担当の区域において高

齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、子どもたち

への声かけなどを行なっています。医療や介護の悩み、

妊娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活上の

心配ごとなど、さまざまな相談に応じます。相談内容に

応じて必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関と

のつなぎ役になります。

民生委員
・・児童委員には法に基づ く守秘義務があ

り、相談内容の秘密は守られます。

主任児童委員とは

子どもや子育てに関する支援を専門に

担当する民生委員・児童委員で魂

主任児童委員は、子育てを社会全体で支える「健やか

に子どもを産み育てる環境づくり」を進めるために(平

成6年 1月 に制度化されました。子 どもや子育てに関す

る支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、全

国で約2万1千人が活動しています。それぞれの市町村に

あって担当区域をもたず、民生委員・児童委員と連携し

ながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組ん

でいます。
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4丁目13～28

( )内 :担当者住所
下線 :担当区域
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3丁目21-26
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(2丁目35‐3)

牧原

あなたのまちの
「民生委員・児童委員」

平成25年 12月 1日付けで‐斉改選

されました。よるしくお願いいたします。

15へ 1́7・ 27～

毘 あ
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門 た
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1丁目22～27
2丁目26～29
31～35。 38～39

岩 渕 (東 1丁目 9‐24)

東1・ 2丁目全域
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